
 

申告期限：令和８年３月 16 日（月） 

 裏面もご覧ください  

 

 

 １．申告が必要な方について                         

令和８年１月１日現在静岡市に居住し、令和７年中に所得のあった方 

ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。 

① 税務署へ所得税の確定申告をする方 

② 収入が公的年金等のみで、源泉徴収票に記載されている所得控除以外に追加する控除がない方 

③ 勤務先から静岡市へ提出される給与支払報告書の内容以外に所得や所得控除のない方 

④ 非課税所得のみの方（遺族年金・障害年金・失業手当など） 

   →④に該当する方であっても、各種申請手続き(※)の際に必要となる場合は申告してください。 

（※非課税証明書の発行、国民健康保険料・児童扶養手当の申請など） 

 

 2．郵送・電子申請システムによる申告について                

窓口の混雑緩和のため、できるかぎり郵送・電子申請システムによる申告にご協力をお願いします。 

静岡市ホームページの「住民税試算システム」をご利用いただくと、自宅のパソコン等から源泉徴収票や所

得の内容等を入力するだけで申告書の作成ができます。 

 ○ 郵送による申告時の注意点  

・本人確認書類（裏面参照）の写しを添付してください。 

・申告内容の根拠となる源泉徴収票や控除証明書等（写し可）を添付してください。 

・受付書の返信を希望する場合は、その旨を明記したメモ用紙等と、受付書返信用の封筒（切手貼付、返信

先住所・氏名を記入したもの）を同封してください。 

※切手に不足があった場合、ご本人様負担となりますのでご注意ください。 

○ 電子申請システムによる申告時の注意点  

・システム利用時には、「xID(クロスアイディ)」アプリと申告者本人のマイナンバーカードが必要です。 

・申告内容の根拠となる源泉徴収票や控除証明書等の PDF または写真画像ファイル等を添付してください。 

○ その他の注意点  

・申告内容についてお電話等で確認させていただくことがありますが、確認が取れない事項については、 

本市で内容を判断して修正させていただくことがあります。 

 ３．申告会場について ※土・日曜日、祝祭日を除く                       

静 岡 庁 舎 新 館 ２ 階 （市民税課 普通徴収第１係） 電話(054)221－1041 (葵 区 ) 

駿河区役所１階 地域コミュニティ広場 （市民税課 普通徴収第２係） 電話(054)221－1542 (駿河区) 

清 水 庁 舎 ２ 階 （清水市税事務所 市民税係） 電話(054)354－2072 (清水区) 

※駿河区会場の開設期間は令和８年２月 10 日（火）から令和８年３月 16 日（月）までとなります。 

※駐車場は大変混雑しますので、ご来庁の際は公共交通機関をご利用ください。 

令和８年度 市民税・県民税申告のご案内（静岡市） 

 

電子申請システムはこちら  

住民税試算システムはこちら 



 4．申告に必要なものについて                        

（１）本人確認書類 

申告に来た人 必要な書類 

申告者本人 ①申告者本人のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

②申告者本人の本人確認書類（マイナンバーカードがあれば不要です） 

代理人 ①委任状（同世帯であることを確認できれば不要です） 

②申告者本人のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

③代理人の本人確認書類 

※本人確認書類…顔写真付きの公的なもの（運転免許証等）なら１種類、年金手帳等なら２種類 

 

（２）添付・提示する書類（主なもの） 

所得に関する書類 ・源泉徴収票、収支内訳書、支払調書など 

控除に関する書類 ・社会保険料の納付額が分かるもの、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 

・生命保険料・地震保険料等の控除証明書 

・障害者控除を受ける場合は、障害者手帳または証明書 

・扶養控除の適用を受ける場合は、扶養親族のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

・医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書 

※詳しくは「令和８年度 市民税・県民税申告書の書き方」をご参照ください。 


